
●3 ⽉ 13 ⽇（⽉）からの業務時間および電話応対時間のお知らせ 
 

 本会事業（事務局業務）実施体制について、下記の通り電話応対時間

についても通常の業務体制に戻ります。 
 

 

 ⽇本⻭科医師会では、感染防⽌の対応として、職員の時差出勤／在宅

勤務を実施しています。電話のお問い合わせに直ちに対応できない場合

もございますが、ご理解とご協⼒を賜りますようお願い申し上げます。 
 

 令和 5 年３⽉ 10 ⽇ 
 

公益社団法⼈ ⽇本⻭科医師会 

【3 ⽉ 13 ⽇以降】業務時間・電話応対時間 

午前９時３０分〜午後６時（⼟⽇祝⽇除く） 


